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内
閣
府

○

令
第

号

法
務
省

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
関
係
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
外
国

保
険
会
社
等
供
託
金
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
二
月

日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

法
務
大
臣

上
川

陽
子

外
国
保
険
会
社
等
供
託
金
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

（
外
国
保
険
会
社
等
供
託
金
規
則
の
一
部
改
正
）

法
務
省

第
一
条

外
国
保
険
会
社
等
供
託
金
規
則
（
平
成
八
年

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

大
蔵
省

第
四
条
第
二
項
中
「
当
該
関
係
人
が
署
名
押
印
し
た
」
を
削
る
。

別
紙
様
式
第
一
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

氏
を
改
め
た
者
に
お
い
て
は

旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規

、
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定
す
る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び
名
を

「氏
名

」欄
に
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

別
紙
様
式
第
二
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

氏
を
改
め
た
者
に
お
い
て
は

旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規

、

定
す
る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び
名
を

「氏
名

」欄
に
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

別
紙
様
式
第
三
号
中
「印
」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施

行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号
）第

3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
。

旧
氏
及
び
名

」
に
改
め
る
。

別
紙
様
式
第
四
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施

行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
。

旧
氏
及
び
名

」
に
改
め
る
。

別
紙
様
式
第
六
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施

行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
。
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旧
氏
及
び
名

」
に
改
め
る
。

別
紙
様
式
第
八
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施

行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
。

旧
氏
及
び
名

」
に
改
め
る
。

別
紙
様
式
第
九
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施

行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
。

旧
氏
及
び
名

」
に
改
め
る
。

別
紙
様
式
第
十
一
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法

施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

。

該
旧
氏
及
び
名

」
に
改
め
る
。

（
免
許
特
定
法
人
供
託
金
規
則
の
一
部
改
正
）

法
務
省

第
二
条

免
許
特
定
法
人
供
託
金
規
則
（
平
成
八
年

令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

大
蔵
省

第
四
条
第
二
項
中
「
当
該
関
係
人
が
署
名
押
印
し
た
」
を
削
る
。
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別
紙
様
式
第
一
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

氏
を
改
め
た
者
に
お
い
て
は

旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規

、

定
す
る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び
名
を

「氏
名

」欄
に
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

別
紙
様
式
第
二
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

氏
を
改
め
た
者
に
お
い
て
は

旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規

、

定
す
る
旧
氏
を
い
う

。
）及

び
名
を

「氏
名

」欄
に
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

別
紙
様
式
第
三
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施

行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
。

旧
氏
及
び
名

」
に
改
め
る
。

別
紙
様
式
第
四
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施

行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
。



- 5 -

旧
氏
及
び
名

」
に
改
め
る
。

別
紙
様
式
第
六
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施

行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
。

旧
氏
及
び
名

」
に
改
め
る
。

別
紙
様
式
第
八
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施

行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
。

旧
氏
及
び
名

」
に
改
め
る
。

別
紙
様
式
第
九
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施

行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
。

旧
氏
及
び
名

」
に
改
め
る
。

別
紙
様
式
第
十
一
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法

施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

。

該
旧
氏
及
び
名

」
に
改
め
る
。
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（
保
険
仲
立
人
保
証
金
規
則
の
一
部
改
正
）

法
務
省

第
三
条

保
険
仲
立
人
保
証
金
規
則
（
平
成
八
年

令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

大
蔵
省

第
四
条
第
二
項
中
「
当
該
関
係
人
が
署
名
押
印
し
た
」
を
削
る
。

別
紙
様
式
第
一
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

氏
を
改
め
た
者
に
お
い
て
は

旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規

、

定
す
る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び
名
を

「氏
名

」欄
に
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

別
紙
様
式
第
二
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

氏
を
改
め
た
者
に
お
い
て
は

旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規

、

定
す
る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び
名
を

「氏
名

」欄
に
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

別
紙
様
式
第
三
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（記
載
上
の
注
意

）
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１
保
険
仲
立
人
の
場
合
は

※
登
録
番
号
を
記
載
す
る
こ
と

。

、

２
法
第
2
8
7条
第
１
項
の
登
録
申
請
書
又
は
法
第
2
9
0
条
第
１
項
の
規
定
及
び
保
険
業
法
施
行
規
則
第
2
2
0条
第
１
項
第

１
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
に
旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規

定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名
を
併
せ
て
記
載
し
て
提
出
し
た
者
に
つ
い
て
は

こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
し
た
当

。
、

該
旧
氏
及
び
名
を
変
更
す
る
旨
を
届
け
出
る
ま
で
の
間

「氏
名

」欄
に
当
該
旧
氏
及
び
名
を
括
弧
書
で
併
せ
て
記

、

載
し

又
は
当
該
旧
氏
及
び
名
の
み
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

、

別
紙
様
式
第
四
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

氏
を
改
め
た
者
に
お
い
て
は

旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規

、

定
す
る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び
名
を

「氏
名

」欄
に
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

別
紙
様
式
第
六
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

１
保
険
仲
立
人
の
場
合
は

※
登
録
番
号
を
記
載
す
る
こ
と

。

、
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２
法
第
2
8
7条
第
１
項
の
登
録
申
請
書
又
は
法
第
2
9
0
条
第
１
項
の
規
定
及
び
保
険
業
法
施
行
規
則
第
2
2
0条
第
１
項
第

１
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
に
旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規

定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名
を
併
せ
て
記
載
し
て
提
出
し
た
者
に
つ
い
て
は

こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
し
た
当

。
、

該
旧
氏
及
び
名
を
変
更
す
る
旨
を
届
け
出
る
ま
で
の
間

「氏
名

」欄
に
当
該
旧
氏
及
び
名
を
括
弧
書
で
併
せ
て
記

、

載
し

又
は
当
該
旧
氏
及
び
名
の
み
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

、

別
紙
様
式
第
七
号
中
「印
」
を
削
り
、
同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

法
第
2
8
7
条
第
１
項
の
登
録
申
請
書
又
は
法
第
2
9
0
条
第
１
項
の
規
定
及
び
保
険
業
法
施
行
規
則
第
2
2
0
条
第
１
項
第
１

号
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
に
旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す

る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名
を
併
せ
て
記
載
し
て
提
出
し
た
者
に
つ
い
て
は

こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
し
た
当
該
旧
氏

。
、

及
び
名
を
変
更
す
る
旨
を
届
け
出
る
ま
で
の
間

「氏
名

」欄
に
当
該
旧
氏
及
び
名
を
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
し

又
、

、

は
当
該
旧
氏
及
び
名
の
み
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
別
紙
様
式
第
九
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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（記
載
上
の
注
意

）

法
第
2
8
7
条
第
１
項
の
登
録
申
請
書
又
は
法
第
2
9
0
条
第
１
項
の
規
定
及
び
保
険
業
法
施
行
規
則
第
2
2
0
条
第
１
項
第
１

号
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
に
旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す

る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名
を
併
せ
て
記
載
し
て
提
出
し
た
者
に
つ
い
て
は

こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
し
た
当
該
旧
氏

。
、

及
び
名
を
変
更
す
る
旨
を
届
け
出
る
ま
で
の
間

「氏
名

」欄
に
当
該
旧
氏
及
び
名
を
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
し

又
、

、

は
当
該
旧
氏
及
び
名
の
み
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

（
一
般
振
替
機
関
の
監
督
に
関
す
る
命
令
の
一
部
改
正
）

内
閣
府

第
四
条

一
般
振
替
機
関
の
監
督
に
関
す
る
命
令
（
平
成
十
四
年

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

法
務
省

第
二
条
第
三
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
の
二

取
締
役
及
び
監
査
役
の
旧
氏
（
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
十

条
の
十
三
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
名
を
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
四

条
第
一
項
の
指
定
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
の
旧
氏
及

び
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
書
面
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第
二
条
第
三
項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
の
二

会
計
参
与
の
旧
氏
及
び
名
を
当
該
会
計
参
与
の
氏
名
に
併
せ
て
法
第
四
条
第
一
項
の
指
定
申
請
書
に
記
載
し
た

場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
会
計
参
与
の
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
旧
氏

及
び
名
を
証
す
る
書
面

第
八
条
第
二
項
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
の
二

受
託
者
の
取
締
役
及
び
監
査
役
の
旧
氏
及
び
名
を
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
の
氏
名
に
併
せ
て
第
九
号
に
掲
げ

る
書
類
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
の
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
も

の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
書
面

第
八
条
第
二
項
第
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二
の
二

受
託
者
の
会
計
参
与
の
旧
氏
及
び
名
を
当
該
会
計
参
与
の
氏
名
に
併
せ
て
前
号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
し
た

場
合
に
お
い
て
、
同
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
会
計
参
与
の
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
旧
氏

及
び
名
を
証
す
る
書
面

第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
中
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



- 11 -

ハ

取
締
役
、
執
行
役
又
は
監
査
役
の
旧
氏
及
び
名
を
当
該
取
締
役
、
執
行
役
又
は
監
査
役
の
氏
名
に
併
せ
て
前
項
第

一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
取
締
役
、
執
行
役

又
は
監
査
役
の
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
書
面

第
十
六
条
第
二
項
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

会
計
参
与
の
旧
氏
及
び
名
を
当
該
会
計
参
与
の
氏
名
に
併
せ
て
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に

記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ロ
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
会
計
参
与
の
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、

当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
書
面

第
十
九
条
第
二
項
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三
の
二

特
定
合
併
後
の
振
替
機
関
の
取
締
役
及
び
監
査
役
の
旧
氏
及
び
名
を
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
の
氏
名
に
併

せ
て
合
併
認
可
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
の
旧
氏
及
び

名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
書
面

第
十
九
条
第
二
項
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五
の
二

特
定
合
併
後
の
振
替
機
関
の
会
計
参
与
の
旧
氏
及
び
名
を
当
該
会
計
参
与
の
氏
名
に
併
せ
て
合
併
認
可
申
請
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書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
会
計
参
与
の
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き

は
、
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
書
面

第
二
十
条
第
二
項
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三
の
二

設
立
会
社
の
取
締
役
及
び
監
査
役
の
旧
氏
及
び
名
を
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
の
氏
名
に
併
せ
て
新
設
分
割

認
可
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
の
旧
氏
及
び
名
を
証
す

る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
書
面

第
二
十
条
第
二
項
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五
の
二

設
立
会
社
の
会
計
参
与
の
旧
氏
及
び
名
を
当
該
会
計
参
与
の
氏
名
に
併
せ
て
新
設
分
割
認
可
申
請
書
に
記
載

し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
会
計
参
与
の
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該

旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
書
面

第
二
十
一
条
第
二
項
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三
の
二

承
継
会
社
の
取
締
役
及
び
監
査
役
の
旧
氏
及
び
名
を
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
の
氏
名
に
併
せ
て
吸
収
分
割

認
可
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
の
旧
氏
及
び
名
を
証
す
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る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
書
面

第
二
十
一
条
第
二
項
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五
の
二

承
継
会
社
の
会
計
参
与
の
旧
氏
及
び
名
を
当
該
会
計
参
与
の
氏
名
に
併
せ
て
吸
収
分
割
認
可
申
請
書
に
記
載

し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
会
計
参
与
の
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該

旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
書
面

第
二
十
二
条
第
二
項
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三
の
二

譲
受
会
社
の
取
締
役
及
び
監
査
役
の
旧
氏
及
び
名
を
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
の
氏
名
に
併
せ
て
事
業
譲
渡

認
可
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
取
締
役
及
び
監
査
役
の
旧
氏
及
び
名
を
証
す

る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
書
面

第
二
十
二
条
第
二
項
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五
の
二

譲
受
会
社
の
会
計
参
与
の
旧
氏
及
び
名
を
当
該
会
計
参
与
の
氏
名
に
併
せ
て
事
業
譲
渡
認
可
申
請
書
に
記
載

し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該
会
計
参
与
の
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該

旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
書
面



- 14 -

（
信
託
会
社
等
営
業
保
証
金
規
則
の
一
部
改
正
）

内
閣
府

第
五
条

信
託
会
社
等
営
業
保
証
金
規
則
（
平
成
十
六
年

令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

法
務
省

第
四
条
第
二
項
中
「
本
人
が
署
名
押
印
し
た
」
を
削
る
。

様
式
第
一
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

氏
を
改
め
た
者
に
お
い
て
は

旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規

、

定
す
る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び
名
を

「氏
名

」欄
に
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

様
式
第
二
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

氏
を
改
め
た
者
に
お
い
て
は

旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規

、

定
す
る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び
名
を

「氏
名

」欄
に
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

様
式
第
四
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（

昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
旧
氏
及

。
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び
名

」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
「婚
姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（

昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
旧
氏
及

。

び
名

」
に
改
め
る
。

様
式
第
七
中
「印
」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（

昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
旧
氏
及

。

び
名

」
に
改
め
る
。

（
信
託
兼
営
金
融
機
関
営
業
保
証
金
規
則
の
一
部
改
正
）

内
閣
府

第
六
条

信
託
兼
営
金
融
機
関
営
業
保
証
金
規
則
（
平
成
十
六
年

令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

法
務
省

第
四
条
第
二
項
中
「
本
人
が
署
名
押
印
し
た
」
を
削
る
。

様
式
第
一
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

氏
を
改
め
た
者
に
お
い
て
は

旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規

、
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定
す
る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び
名
を

「氏
名

」欄
に
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

様
式
第
二
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

氏
を
改
め
た
者
に
お
い
て
は

旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規

、

定
す
る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び
名
を

「氏
名

」欄
に
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

様
式
第
四
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（

昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
旧
氏
及

。

び
名

」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（

昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
旧
氏
及

。

び
名

」
に
改
め
る
。

様
式
第
七
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（

昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
旧
氏
及

。
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び
名

」
に
改
め
る
。

（
保
険
会
社
等
営
業
保
証
金
規
則
の
一
部
改
正
）

内
閣
府

第
七
条

保
険
会
社
等
営
業
保
証
金
規
則
（
平
成
十
六
年

令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

法
務
省

第
四
条
第
二
項
中
「
本
人
が
署
名
押
印
し
た
」
を
削
る
。

様
式
第
一
中
「印
」
を
削
り
、
同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

氏
を
改
め
た
者
に
お
い
て
は

旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規

、

定
す
る
旧
氏
を
い
う

。
）及

び
名
を

「氏
名

」欄
に
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

様
式
第
二
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

氏
を
改
め
た
者
に
お
い
て
は

旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規

、

定
す
る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び
名
を

「氏
名

」欄
に
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
様
式
第
四
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（
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昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
旧
氏
及

。

び
名

」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（

昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
旧
氏
及

び
名

」
に
改
め
る
。

様
式
第
七
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（

昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
旧
氏
及

び
名

」
に
改
め
る
。

（
少
額
短
期
保
険
業
者
供
託
金
規
則
の
一
部
改
正
）

内
閣
府

第
八
条

少
額
短
期
保
険
業
者
供
託
金
規
則
（
平
成
十
八
年

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

法
務
省

第
四
条
第
二
項
中
「
当
該
関
係
人
が
署
名
押
印
し
た
」
を
削
る
。

別
紙
様
式
第
一
号
（
記
載
上
の
注
意
を
除
く
。
）
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（記
載
上
の
注
意

）
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氏
を
改
め
た
者
に
お
い
て
は

旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規

、

定
す
る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び
名
を

「氏
名

」欄
に
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

別
紙
様
式
第
二
号
（
記
載
上
の
注
意
を
除
く
。
）
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（記
載
上
の
注
意

）
氏
を
改
め
た
者
に
お
い
て
は

旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規

、

定
す
る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び
名
を

「氏
名

」欄
に
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

別
紙
様
式
第
三
号
（
記
載
上
の
注
意
を
除
く
。
）
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

法
第
2
7
2
条
の
２
第
１
項
の
登
録
申
請
書
又
は
法
第
2
7
2
条
の
７
第
１
項
の
規
定
及
び
保
険
業
法
施
行
規
則
第
2
1
1
条
の
2

0
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
事
項
変
更
届
出
書
に
旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0

条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名
を
併
せ
て
記
載
し
て
提
出
し
た
者
に
つ
い
て
は

こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載

。
、

し
た
当
該
旧
氏
及
び
名
を
変
更
す
る
旨
を
届
け
出
る
ま
で
の
間

「代
表
者
の
氏
名

」欄
に
当
該
旧
氏
及
び
名
を
括
弧
書

、

で
併
せ
て
記
載
し

又
は
当
該
旧
氏
及
び
名
の
み
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

、
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別
紙
様
式
第
四
号
（
記
載
上
の
注
意
を
除
く
。
）
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

法
第
2
7
2
条
の
２
第
１
項
の
登
録
申
請
書
又
は
法
第
2
7
2
条
の
７
第
１
項
の
規
定
及
び
保
険
業
法
施
行
規
則
第
2
1
1
条
の
2

0
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
事
項
変
更
届
出
書
に
旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0

条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び
名
を
併
せ
て
記
載
し
て
提
出
し
た
者
に
つ
い
て
は

こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載

、

し
た
当
該
旧
氏
及
び
名
を
変
更
す
る
旨
を
届
け
出
る
ま
で
の
間

「氏
名

」欄
に
当
該
旧
氏
及
び
名
を
括
弧
書
で
併
せ
て

、

記
載
し

又
は
当
該
旧
氏
及
び
名
の
み
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
、

別
紙
様
式
第
六
号
（
記
載
上
の
注
意
を
除
く
。
）
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

法
第
2
7
2
条
の
２
第
１
項
の
登
録
申
請
書
又
は
法
第
2
7
2
条
の
７
第
１
項
の
規
定
及
び
保
険
業
法
施
行
規
則
第
2
1
1
条
の
2

0
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
事
項
変
更
届
出
書
に
旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0

条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び
名
を
併
せ
て
記
載
し
て
提
出
し
た
者
に
つ
い
て
は

こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載

、

し
た
当
該
旧
氏
及
び
名
を
変
更
す
る
旨
を
届
け
出
る
ま
で
の
間

「代
表
者
の
氏
名

」欄
に
当
該
旧
氏
及
び
名
を
括
弧
書

、



- 21 -

で
併
せ
て
記
載
し

又
は
当
該
旧
氏
及
び
名
の
み
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

、

別
紙
様
式
第
八
号
（
記
載
上
の
注
意
を
除
く
。
）
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（記
載
上
の
注
意

）
法
第
2
7
2
条
の
２
第
１
項
の
登
録
申
請
書
又
は
法
第
2
7
2
条
の
７
第
１
項
の
規
定
及
び
保
険
業
法
施
行
規
則
第
2
1
1
条
の
2

0
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
事
項
変
更
届
出
書
に
旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0

条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

。
）及
び
名
を
併
せ
て
記
載
し
て
提
出
し
た
者
に
つ
い
て
は

こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載

、

し
た
当
該
旧
氏
及
び
名
を
変
更
す
る
旨
を
届
け
出
る
ま
で
の
間

「代
表
者
の
氏
名

」欄
に
当
該
旧
氏
及
び
名
を
括
弧
書

、

で
併
せ
て
記
載
し

又
は
当
該
旧
氏
及
び
名
の
み
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

、

別
紙
様
式
第
九
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
第
２
面
記
載
上
の
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

法
第
2
7
2
条
の
２
第
１
項
の
登
録
申
請
書
又
は
法
第
2
7
2
条
の
７
第
１
項
の
規
定
及
び
保
険
業
法
施
行
規
則
第
2
1
1
条
の
2

0
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
事
項
変
更
届
出
書
に
旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0

条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び
名
を
併
せ
て
記
載
し
て
提
出
し
た
者
に
つ
い
て
は

こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載

、
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し
た
当
該
旧
氏
及
び
名
を
変
更
す
る
旨
を
届
け
出
る
ま
で
の
間

「代
表
者
の
氏
名

」欄
に
当
該
旧
氏
及
び
名
を
括
弧
書

、

で
併
せ
て
記
載
し

又
は
当
該
旧
氏
及
び
名
の
み
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

、
別
紙
様
式
第
十
号
（
記
載
上
の
注
意
を
除
く
。
）
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

法
第
2
7
2
条
の
２
第
１
項
の
登
録
申
請
書
又
は
法
第
2
7
2
条
の
７
第
１
項
の
規
定
及
び
保
険
業
法
施
行
規
則
第
2
1
1
条
の
2

0
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
事
項
変
更
届
出
書
に
旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0

条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び
名
を
併
せ
て
記
載
し
て
提
出
し
た
者
に
つ
い
て
は

こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載

、

し
た
当
該
旧
氏
及
び
名
を
変
更
す
る
旨
を
届
け
出
る
ま
で
の
間

「代
表
者
の
氏
名

」欄
に
当
該
旧
氏
及
び
名
を
括
弧
書

、

で
併
せ
て
記
載
し

又
は
当
該
旧
氏
及
び
名
の
み
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

、

別
紙
様
式
第
十
二
号
（
記
載
上
の
注
意
を
除
く
。
）
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

法
第
2
7
2
条
の
２
第
１
項
の
登
録
申
請
書
又
は
法
第
2
7
2
条
の
７
第
１
項
の
規
定
及
び
保
険
業
法
施
行
規
則
第
2
1
1
条
の
2

0
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
事
項
変
更
届
出
書
に
旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
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条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び
名
を
併
せ
て
記
載
し
て
提
出
し
た
者
に
つ
い
て
は

こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載

、

し
た
当
該
旧
氏
及
び
名
を
変
更
す
る
旨
を
届
け
出
る
ま
で
の
間

「代
表
者
の
氏
名

」欄
に
当
該
旧
氏
及
び
名
を
括
弧
書

、

で
併
せ
て
記
載
し

又
は
当
該
旧
氏
及
び
名
の
み
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

、

（
金
融
商
品
取
引
業
者
営
業
保
証
金
規
則
の
一
部
改
正
）

内
閣
府

第
九
条

金
融
商
品
取
引
業
者
営
業
保
証
金
規
則
（
平
成
十
九
年

令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

法
務
省

第
四
条
第
二
項
中
「
本
人
が
署
名
押
印
し
た
」
を
削
る
。

別
紙
様
式
第
一
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（

載
上
の
注
意

）

記

氏
を
改
め
た
者
に
お
い
て
は

旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定

、

す
る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び
名
を

「氏
名

」欄
に
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

別
紙
様
式
第
二
号
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

印

（記
載
上
の
注
意

）

氏
を
改
め
た
者
に
お
い
て
は

旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定

、
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す
る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び
名
を

「氏
名

」欄
に
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

別
紙
様
式
第
四
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施

行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該

旧
氏
及
び
名

」
に
改
め
る
。

別
紙
様
式
第
五
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（

載
上
の
注
意

）

記

氏
を
改
め
た
者
に
お
い
て
は

旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定

、

す
る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び
名
を

「氏
名

」欄
に
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

別
紙
様
式
第
七
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
１
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法

施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
旧
氏
及
び
名

」
に
改
め
る
。

（
投
資
顧
問
業
者
営
業
保
証
金
規
則
及
び
信
託
受
益
権
販
売
業
者
営
業
保
証
金
規
則
の
廃
止
等
に
関
す
る
命
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

投
資
顧
問
業
者
営
業
保
証
金
規
則
及
び
信
託
受
益
権
販
売
業
者
営
業
保
証
金
規
則
の
廃
止
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
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内
閣
府

十
九
年

令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

法
務
省

第
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
」
を
「
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
本
人
が
署
名
押
印
し
た
」
を
削
る
。

別
紙
様
式
第
一
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

氏
を
改
め
た
者
に
お
い
て
は

旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定

、

す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名
を
「氏

名

」欄
に
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
。

（
有
限
責
任
監
査
法
人
供
託
金
規
則
の
一
部
改
正
）

内
閣
府

第
十
一
条

有
限
責
任
監
査
法
人
供
託
金
規
則
（
平
成
十
九
年

令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

法
務
省

第
四
条
第
二
項
中
「
当
該
関
係
人
が
署
名
押
印
し
た
」
を
削
る
。

別
紙
様
式
第
一
号
（
記
載
上
の
注
意
を
除
く
。
）
中
「印
」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（記
載
上
の
注
意

）
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氏
を
改
め
た
者
に
お
い
て
は

旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す

、

る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び
名
を
氏
名
を
記
載
す
る
欄
に
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

別
紙
様
式
第
二
号
（
記
載
上
の
注
意
を
除
く
。
）
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

氏
を
改
め
た
者
に
お
い
て
は

旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す

、

る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び
名
を
氏
名
を
記
載
す
る
欄
に
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

別
紙
様
式
第
三
号
（
記
載
上
の
注
意
を
除
く
。
）
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

１
公
認
会
計
士
法
施
行
規
則

（平
成
1
9
年
内
閣
府
令
第
8
1
号

）第
6
0
条
の
申
請
書
又
は
同
令
第
6
5
条
第
１
項
の
変
更
登
録

申
請
書
に
旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

。

）

及
び
名
を
併
せ
て
記
載
し
て
提
出
し
た
者
に
つ
い
て
は

こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
し
た
当
該
旧
氏
及
び
名
を
変
更
す
る
旨

、

の
変
更
登
録
申
請
書
を
提
出
す
る
ま
で
の
間

氏
名
を
記
載
す
る
欄
に
当
該
旧
氏
及
び
名
を
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
し

、
、

又
は
当
該
旧
氏
及
び
名
の
み
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
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２
申
請
書
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は

電
子
署
名

（電
子
署
名
及
び
認
証
業

、

務
に
関
す
る
法
律

（平
成
1
2
年
法
律
第
1
0
2
号

）第
２
条
第
１
項
の
電
子
署
名
を
い
う

。

）を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

３
申
請
書
を
書
面
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は

申
請
を
し
た
有
限
責
任
監
査
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
し
な
け

、

れ
ば
な
ら
な
い

。

別
紙
様
式
第
四
号
（
記
載
上
の
注
意
を
除
く
。
）
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

氏
を
改
め
た
者
に
お
い
て
は

旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す

、

る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び
名
を
氏
名
を
記
載
す
る
欄
に
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

別
紙
様
式
第
六
号
（
記
載
上
の
注
意
を
除
く
。
）
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

公
認
会
計
士
法
施
行
規
則

（平
成
1
9
年
内
閣
府
令
第
8
1
号

）第
6
0
条
の
申
請
書
又
は
同
令
第
6
5
条
第
１
項
の
変
更
登
録
申

請
書
に
旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

。

）及
び

名
を
併
せ
て
記
載
し
て
提
出
し
た
者
に
つ
い
て
は

こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
し
た
当
該
旧
氏
及
び
名
を
変
更
す
る
旨
の
変
更

、
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登
録
申
請
書
を
提
出
す
る
ま
で
の
間

氏
名
を
記
載
す
る
欄
に
当
該
旧
氏
及
び
名
を
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
し

又
は
当
該

、
、

旧
氏
及
び
名
の
み
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

別
紙
様
式
第
七
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
３
を
４
と
し
、
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
公
認
会
計
士
法
施
行
規
則

（平
成
1
9
年
内
閣
府
令
第
8
1
号

）第
6
0
条
の
申
請
書
又
は
同
令
第
6
5
条
第
１
項
の
変
更
登
録

申
請
書
に
旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

。

）

及
び
名
を
併
せ
て
記
載
し
て
提
出
し
た
者
に
つ
い
て
は

こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
し
た
当
該
旧
氏
及
び
名
を
変
更
す
る
旨

、

の
変
更
登
録
申
請
書
を
提
出
す
る
ま
で
の
間

氏
名
を
記
載
す
る
欄
に
当
該
旧
氏
及
び
名
を
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
し

、
、

又
は
当
該
旧
氏
及
び
名
の
み
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

別
紙
様
式
第
八
号
（
記
載
上
の
注
意
を
除
く
。
）
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

１
公
認
会
計
士
法
施
行
規
則

（平
成
1
9
年
内
閣
府
令
第
8
1
号

）第
6
0
条
の
申
請
書
又
は
同
令
第
6
5
条
第
１
項
の
変
更
登
録

申
請
書
に
旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

。

）

及
び
名
を
併
せ
て
記
載
し
て
提
出
し
た
者
に
つ
い
て
は

こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
し
た
当
該
旧
氏
及
び
名
を
変
更
す
る
旨

、
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の
変
更
登
録
申
請
書
を
提
出
す
る
ま
で
の
間

氏
名
を
記
載
す
る
欄
に
当
該
旧
氏
及
び
名
を
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
し

、
、

又
は
当
該
旧
氏
及
び
名
の
み
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

２
申
請
書
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は

電
子
署
名

（電
子
署
名
及
び
認
証
業

、

務
に
関
す
る
法
律

（平
成
1
2
年
法
律
第
1
0
2
号

）第
２
条
第
１
項
の
電
子
署
名
を
い
う

。

）を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

３
申
請
書
を
書
面
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は

申
請
を
し
た
有
限
責
任
監
査
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
し
な
け

、

れ
ば
な
ら
な
い

。

別
紙
様
式
第
十
号
（
記
載
上
の
注
意
を
除
く
。
）
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

１
公
認
会
計
士
法
施
行
規
則

（平
成
1
9
年
内
閣
府
令
第
8
1
号

）第
6
0
条
の
申
請
書
又
は
同
令
第
6
5
条
第
１
項
の
変
更
登
録

申
請
書
に
旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

。

）

及
び
名
を
併
せ
て
記
載
し
て
提
出
し
た
者
に
つ
い
て
は

こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
し
た
当
該
旧
氏
及
び
名
を
変
更
す
る
旨

、

の
変
更
登
録
申
請
書
を
提
出
す
る
ま
で
の
間

氏
名
を
記
載
す
る
欄
に
当
該
旧
氏
及
び
名
を
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
し

、
、

又
は
当
該
旧
氏
及
び
名
の
み
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
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２
申
請
書
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は

電
子
署
名

（電
子
署
名
及
び
認
証
業

、

務
に
関
す
る
法
律

（平
成
1
2
年
法
律
第
1
0
2
号

）第
２
条
第
１
項
の
電
子
署
名
を
い
う

。

）を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

３
申
請
書
を
書
面
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
は

申
請
を
し
た
有
限
責
任
監
査
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
し
な
け

、

れ
ば
な
ら
な
い

。

（
電
子
記
録
債
権
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

内
閣
府

第
十
二
条

電
子
記
録
債
権
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年

令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

法
務
省

第
二
十
二
条
第
四
項
第
三
号
の
二
中
「
婚
姻
前
の
氏
名
を
当
該
」
を
「
旧
氏
（
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二

年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
十
条
の
十
三
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
名
を
当
該
」
に
、
「
婚
姻

前
の
氏
名
を
証
す
る
」
を
「
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
」
に
、
同
項
第
五
号
の
二
中
「
婚
姻
前
の
氏
名
」
を
「
旧
氏
及
び
名
」

に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
二
項
第
二
号
ハ
及
び
第
三
号
ハ
、
第
三
十
五
条
第
三
項
第
十
二
号
の
二
及
び
第
十
四
号
の
二
、
第
三
十
六

条
第
三
項
第
十
二
号
の
二
及
び
第
十
四
号
の
二
、
第
三
十
七
条
第
三
項
第
十
二
号
の
二
及
び
第
十
四
号
の
二
並
び
に
第
三
十

八
条
第
三
項
第
十
二
号
の
二
及
び
第
十
四
号
の
二
中
「
婚
姻
前
の
氏
名
」
を
「
旧
氏
及
び
名
」
に
改
め
る
。
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（
前
払
式
支
払
手
段
発
行
保
証
金
規
則
の
一
部
改
正
）

内
閣
府

第
十
三
条

前
払
式
支
払
手
段
発
行
保
証
金
規
則
（
平
成
二
十
二
年

令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

法
務
省

第
八
条
第
二
項
中
「
本
人
が
署
名
押
印
し
た
」
を
削
る
。

様
式
第
一
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
２
．
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行

令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
旧

。

氏
及
び
名

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
２
．
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行

令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
旧

。

氏
及
び
名

」
に
改
め
る
。

様
式
第
四
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
２
．
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行

令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
旧

。

氏
及
び
名

」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
２
．
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
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令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
旧

。

氏
及
び
名

」
に
改
め
る
。

様
式
第
七
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
２
．
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行

令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
旧

。

氏
及
び
名

」
に
改
め
る
。

様
式
第
八
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

氏
を
改
め
た
者
に
お
い
て
は

旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規

、

定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名
を

「氏
名

」欄
に
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
。

様
式
第
九
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

氏
を
改
め
た
者
に
お
い
て
は

旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規

、

定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名
を

「氏
名

」欄
に
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
。
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（
資
金
移
動
業
履
行
保
証
金
規
則
の
一
部
改
正
）

内
閣
府

第
十
四
条

資
金
移
動
業
履
行
保
証
金
規
則
（
平
成
二
十
二
年

令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

法
務
省

第
八
条
第
二
項
中
「
本
人
が
署
名
押
印
し
た
」
を
削
る
。

様
式
第
一
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（

昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
旧
氏
及

。

び
名

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
１
．
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行

令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
旧

。

氏
及
び
名

」
に
改
め
る
。

様
式
第
四
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（

昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
旧
氏
及

。

び
名

」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（
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昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
旧
氏
及

。

び
名

」
に
改
め
る
。

様
式
第
七
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
上
の
注
意
中
「婚

姻
前
の
氏
名

」
を
「旧

氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（

昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名

」
に
、
「当

該
氏
名

」
を
「当

該
旧
氏
及

。

び
名

」
に
改
め
る
。

様
式
第
八
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

氏
を
改
め
た
者
に
お
い
て
は

旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規

、

定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名
を

「氏
名

」欄
に
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
。

様
式
第
九
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

氏
を
改
め
た
者
に
お
い
て
は

旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規

、

定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名
を

「氏
名

」欄
に
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
。
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様
式
第
十
一
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（記
載
上
の
注
意

）

氏
を
改
め
た
者
に
お
い
て
は

旧
氏

（住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令

（昭
和
4
2
年
政
令
第
2
9
2
号

）第
3
0
条
の
1
3
に
規

、

定
す
る
旧
氏
を
い
う

）及
び
名
を

「氏
名

」欄
に
括
弧
書
で
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


